
明石市立小・中・養護学校職員室用コンピュータ等賃貸借契約書（案） 

 

 明石市（以下「発注者」という。）と〇〇〇（以下「受注者」という。）とは、次のとおり契約を

締結する。 

 

（総 則） 

第１条 受注者は、本契約の条項に従って、発注者に対し別記に記載する物件（以下「賃貸借物件」

という。）を賃貸するものとする。 

 

（賃貸借物件の引渡完了期日及び引渡場所） 

第２条 受注者は、令和４年８月３１日までに発注者が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了

し、発注者に引き渡すものとする。 

 

（賃貸借期間） 

第３条 賃貸借期間は、令和４年９月１日から令和９年８月３１日までとする。 

 

（賃貸借料） 

第４条  賃貸借料は、月額      円（うち消費税及び地方消費税額    円）とし、令和

４年９月１日から起算する。 

２ 前項の消費税額は、賃借料に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

 

（契約保証金） 

第５条 本契約に係る契約保証金は、年度ごとに年間執行予定賃貸借料総額の１０分の１以上とす

る。ただし、この契約の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契

約を締結した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約

保証金の納付を免除する。 

 

（賃貸借料の支払い） 

第６条  受注者は、発注者に対し該当月分の賃貸借料を翌月初めに請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から 

３０日以内に受注者に対して賃貸料を支払うものとする。 

 

 



（個人情報の保護） 

第７条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（契約解除） 

第８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 正当な理由がなく受注者がこの契約に定める条項を履行しないとき、又は履行の見込みがな

いとき。 

(2) 契約の締結又は履行について、受注者に不正な行為があったとき。 

(3) 受注者がこの契約に違反したとき。 

(4) 受注者の故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

(5) 受注者が別添「暴力団等排除に関する特約」に違反したとき。 

(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員 

又はその支店をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等 

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号に 

おいて「暴力団員」という。）であることが認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力 

団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認 

められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると 

き。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ 

るとき。 

  カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオま 

でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契 

約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注 

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 



（契約が解除された場合等の違約金） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、賃貸借料の当該年度の年間執

行予定賃貸借料総額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払

わなければならない。 

(1) 第８条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項各号に定める場合（前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を

除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由

によるものであるときは、第１項の規定は適用しない。 

４ 第１項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が

行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当するこ

とができる。 

５ 第１項の違約金は、発注者の受注者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

（条件付契約解除） 

第１０条 発注者は令和５年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額

について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１１条 発注者又は受注者は、自己の責に帰する理由により相手方に損害を与えたときは、その

損害を賠償するものとし、その賠償の額は発注者と受注者とが協議の上決定する。 

 

（協 議） 

第１２条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、明石市契

約規則（平成５年規則第１０号）等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者と



が協議して解決するものとする。 

 

 

 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

 

 令和４年  月  日 

 

     発注者（賃借人）  明石市中崎１丁目５番１号 

             明石市 

             代表者 明石市長  泉  房 穂  ㊞ 

 

     受注者（賃貸人）  

                                 ㊞ 



暴力団等排除に関する特約 

  （趣旨） 

１  発注者及び受注者は、明石市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。）第６条の

規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとお

り合意する。 

  （契約からの暴力団の排除） 

２  受注者は、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第２条第４号に規定する暴力団等（以下「暴

力団等」という。）と本業務契約の一部について締結する委託契約（以下「再委託契約」という。）及び資

材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。 

３  受注者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなけ

ればならない。 

４  受注者は、再委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告するとともに、

その者を当該再委託契約から排除しなければならない。 

５  受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求（以下「不当介

入」という。）を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県明石警察署長（以下「明石警察署長」

という。）に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受注者が暴力団等から不

当介入を受けた場合も同様とする。 

  （役員等に関する情報提供） 

６ 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対し

て、次に掲げる者（受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」と

いう。）についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 

  (1) 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。） 

  (2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者（前号の役員を除く。）とし

て使用し、又は代理人として選任している者（支店等の代表者を含む。） 

７ 発注者は、受注者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。 

  （明石警察署長から得た情報の利用） 

８ 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会

し、回答を求めることができる。 

９ 発注者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第１項の趣旨に従い暴力団等を排除するため

に利用し、又は明石市個人情報保護条例（平成 13 年条例第 1 号）第２条第２号に規定する実施機関に提供

することができる。 

  （発注者による解除） 

10 発注者は、受注者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。こ

の場合においては、契約書の規定を準用する。 

  (1) 暴力団等であると判明したとき。 

  (2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認め

られるとき。 

  (3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しない

よう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったと

き。 

  （解除に伴う措置） 

11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請

求することはできない。 

  （誓約書の提出等） 

12  受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結までに、次

の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。 

  (1) 受注者が暴力団等でないこと。 



(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。 

  (3) 受注者が前２号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違

約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 

  (4) 再委託契約の受注者から、この項に準じて作成した発注者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ち

に提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに発注者に提出するこ

と。 

  (5) 再委託契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再

委託契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告すること。 

(6) 発注者が、第４号により再委託契約の受注者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよ

う求めたときには、直ちに提出すること。 

(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに明石警察

署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。 

(8)  再委託契約の受注者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、

受注者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。 

(9)  再委託契約の受注者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の

受注者が不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告すること。 

13  受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の再委託契約を締結す

る場合には、その合計金額）が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受注者

に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該誓約書（第３項の規定によりこの

特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。）を発注者に提出しなければならな

い。 

14 受注者は、再委託契約の受注者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直

ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなけれ

ばならない。 

15  受注者は、第１２項及び第１３項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者が

その提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。 

  （受注者からの協力要請） 

16  受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び明石

警察署長に協力を求めることができる。 

 

 



個人情報取扱特記事項  
（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に

よる事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを

適切に行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第２ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （目的外利用・提供の制限） 

第３ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人

情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければ

ならない。 

 （廃棄） 

第５ 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がな

くなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第６ 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせては

ならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （持出しの禁止） 

第７ 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を発注者の承諾なしに事業所

内から持ち出してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された

資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （事務従事者の明確化） 

第９ 受注者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があること

を明確にしておかなければならない。 

 （事務従事者への監督及び教育） 

第10 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事

務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

いことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 

 （再委託の禁止） 

第11 受注者は、発注者（再委託をする場合にあっては、最初の発注者をいう。次項において同じ。）

の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託しては

ならない。 

 （再委託に伴う措置） 

第12 受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報

保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければなら

ない。 

第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受注者とみなして、前２項の規定を適用する。 

 （資料等の返還等） 

第14 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 （報告及び立入調査） 

第15 発注者は、契約による受注者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守



状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。 

 （事故発生時における報告義務） 

第16 受注者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれ

のあることを知ったとき、又はこれに伴う損害（第三者への損害を含む。）が発生したときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第 17 発注者は、受注者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１ 

 

 

 

 

１ 賃借物件 

 

  ＜業者決定後詳細記載（契約時に追記）＞ 

 

 

２ 仕様書 

 

  別記２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記２ 

 

 

 

＜別紙仕様書のとおり（契約時に追記）＞ 


